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電気料金メニュー定義書 【 ～なかのじょうの電気～低圧電力 】（ 以下「低圧電力」と

いいます。）は、当社の電気需給約款（以下「需給約款といいます。）にもとづき、電灯ま

たは小型機器をご使用のお客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件を定めたもの

です。 

なお、低圧電力の定義書に定める基本料金、電力量料金 、最低月額料金および燃料費調

整における基準単価の金額は、全て消費税等相当額を含みます。

1  実 施 期 日 

低圧電力の定義書は、令和 5年 6月 1 日より実施します。 

2  定  義  

次の言葉は、低圧電力の定義書において、それぞれ次の意味で使用します。なお、需

給約款に定義される言葉は、低圧電力の定義書においても同様の意味で使用します。 

(1)  夏季 

 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。 

(2)  その他季 

毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。 

3  単位および端数処理

低圧電力の定義書において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処

理は、次のとおりとします。 

(1)  契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五

入します。ただし、7（契約電力）にて申し出た値が 0.5 キロワット以下となるとき

は、契約電力を 0.5 キロワットとします。 

4  適 用 条 件

低圧電力の定義書にもとづく電気料金メニュー（ 以下「低圧電力」といいます。）は

動力をご使用のお客さま向けのメニューとし、次のいずれにも該当するものに適用しま

す。 

①  契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。 

②   1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向けメニュ

ーとあわせて契約する場合は、契約電流（この場合、10 ア ンペアを 1 キロワット

とみなします。）または契約容量（この場合、 1キロボルトアンペアを 1キロワッ

トとみなします。）と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。 

ただし、1 需要場所において当社の電灯または小型機器をご使用のお客さま向け

のメニューとあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、当社が認めた

ときは、①に該当し、かつ、②の契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 

キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送

配電事業者は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することが

あります。 

③  電灯または小型機器をご使用のお客さま向けのメニューとあわせて契約せずに、
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電灯または小型機器を使用しないこと。 

5  供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数

は、標準周波数 50 ヘルツとします。 ただし、供給電気方式および供給電圧については、

技術上やむをえない場合には、交流単相 2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。 

6  契約負荷設備 

契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。 

7 契 約 電 力 

(1)  契約電力は、契約負荷設備の各入力（出力で表示されている場合等は、別表 2「負

荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。）につ いてそれぞれ次

の①の係数を乗じてえた値の合計に②の係数を乗じてえた値といたします。ただし、

電気機器の試験用に電気を使用される場合 等特別の事情がある場合は、その回路に

おいて使用される最大電流を制限で きるしゃ断器その他の適当な装置をお客様に施

設していただき、その容量を 当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみ

なします。この場合、 その容量は別表 3「契約容量及び契約電力の算定方法」に準じ

て算定し、② の係数を乗じないものといたします。 

ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則として、他

の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものとします。 

①契約負荷設備のうち 

最大の入力 

のものから 

最初の２台の入力につき １００パーセント 

次の２台の入力につき ９５パーセント 

上記以外のものの入力につき ９０パーセント 

②上記①によってえた値の合計のうち 

最初の６キロワットにつき １００パーセント 

次の１４キロワットにつき ９０パーセント 

 次の３０キロワットにつき ８０パーセント 

 ５０キロワットをこえる部分につき ７０パーセント

(2)  お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約容

量は、上記(1)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 3「契約容量

及び契約電力の計算方法」により算定された値といたします。 この場合、契約主開

閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社および送配電会社は、契約主開

閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。 
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8 電 気 料 金 

 電気料金は、基本料金、電力量料金、別表 1「燃料費調整」（1）によって算定された燃

料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって 算定

された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、 基本料金は、

次の③によって力率割引又は割増しをする場合は、力率割引又は 割増しをしたものとい

たします。

(1)  基本料金 

基本料金は、1か月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が 0.5 キロワッ

トの場合の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額とします。

また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。 

契約電力 1 キロワットにつき 1122.00 円

(2)  電力量料金 

1 か月の電力量料金は、当月の計量日が夏季に属する場合には夏季料金、 それ以外

はその他季料金を用い、需給約款 17（料金の算定期間）(1) に定める当月の使用電

力量により、次のとおりとします。ただし、別表 1 「燃料費調整」(1)①によって計

算された平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合は、別表 1「燃料費調整」(1)④に

よって計算された燃料費調整額 を差し引いたものとし、別表 1「燃料費調整」(1)①

によって計算された 平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合は、別表 1「燃料費調

整」(1)④に よって計算された燃料費調整額を加えたものとします。 

夏季料金 その他季料金

1キロワット時につき 17.38 円 15.80 円 

(3)  力率割引及び割増し 

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 4「加重平均力率の算定」に より加

重平均してえた値が、85パーセントを上回る場合（低圧電力の定義書 7 （契約電力）

（2）に より契約電力を定める場合を含みます。）は、基本料金を 5パーセント割引

し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5パーセント割増しいたし ます。こ

の場合、電気機器の力率は、別表 5「進相用コンデンサ取付容量基準」の基準に適合

した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、取り

付けてないものについては 80パーセント、電熱器については 100 パーセントといた

します。なお、まったく電気を使用し ないその１か月の力率は、85パーセントとみ

なします。 

(4) 非化石価値加算 

電気需給約款 12（電源の特性）により付加された非化石価値にともない、お客様に

負担していただく費用は次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 1.00 円 
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(5) お礼の電力返礼者への特例 

    ふるさと納税の返礼としての電力の供給に関しては、(4)の加算金を免除します。 

   また、返礼終了後も免除を継続します。 

(6) そ の 他 

① 時報用または警報用のみに使用する場合は，基本料金のみといたします。この場

合の力率は，85 パーセントとみなします。

② 変圧器，発電設備等を介して，電灯または小型機器を使用することはで きません。

9 適 用 期 間 

(1)  低圧電力の適用開始日は、需給約款 6（電気需給契約の申し込み）に定める電気需

給契約の申し込みの場合には、需給約款 10（供給の開始）(2)に定める需給開始日と

し、需給約款 34（電気需給契約の変更）に定める電気需給契約の変更の場合には、

当社が変更を承諾したのちに到来する電気の計量日とします。 

(2)  低圧電力の適用期間は、(1)に定める適用開始日から１年目の日の属する月の電気

の計量日の前日（以下「満了日」といいます。）までとします。 

(3)  満了日の属する月の前月の 1 日から 15 日までに、需給約款 34（電気受給契約の

変更）にもとづき、低圧電力の変更の申し込みがない場合は、満了日の翌日からその

１年目の日が属する月の電気の計量日の前日まで継続され、以後これにならうものと

します。 

(4)  (3)にもとづき適用期間を継続する場合は、供給条件の説明、契約締結前の書面交

付および契約締結後の書面交付を以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾し

ていただきます。  

①  供給条件の説明は、説明を要する事項のうち当該継続後の適用期間のみとし、 

書面の交付、インターネット上での 開示、または電子メールの送信その他当 社

が適当と判断した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により

行います。また、契約締結前の書面交付は行いません。 

②  契約締結後の書面交付は、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称

および住所、契約年月日、当該継続後の適用期間ならびに供給地点特定番号のみ

を記載します。 

10 契約電力の変更 

(1)  当社が、お客さまからの契約電力の変更のお申し込みを承諾した場合には、変更後 

の契約電力にもとづく基本料金を、変更を承諾したのちに到来する電気の計量日より 

始まる使用期間の電気料金の計算に適用します。 

ただしお客さまが、新たな電気需給契約の申し込みと同時に、従前の小売電気事 業

者との契約にもとづく契約容量の変更を希望する場合には、この限りではありません。  

(2)  お客さまは、やむを得ない場合を除き、お客さまが 契約電力を新たに設定もしく

は変更した後の計量日から 1 年目の日が属する月の計量日まで、契約電力を変更す

ることはできません。 

(3)  契約電力の変更にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、 契約締結
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前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、需給約款 2（本約款等の変

更）に準じます。  

11 低圧電力の定義書の変更および廃止 

(1)  当社は、低圧電力の定義書を変更する場合には、需給約款 2(本約款等の変更)に準

じます。 

(2)  当社は、低圧電力の定義書を廃止することがあります。 この場合、当社はあらか

じめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。 

(3)  低圧電力の定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契

約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、需給約款 2（本約款

等の変更）に準じます。 
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別  表

1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 

（1） 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定め

る告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）および回避可能費用単価等

を定める告示により定めます。

 なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社の事務所

に提示いたします。

（2）再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用

  イ （1）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、ロの場合を除き、当該

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされ

た年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に

適用いたします。

  ロ 定額制供給の場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は、イ

に準ずるものといたします。この場合、イにいう検針日は、そのお客様の属する検

針区域の検針日といたします。ただし、臨時電灯および臨時電力で、料金の算定期

間を契約使用開始日から翌日の応当日の前日までの期間、または各月の応当日から

翌月の応当日の前日までの期間とする場合は、イにいう検針日は、応当日といたし

ます。

（3） 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定

  イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のより算定いたします。

なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円

とし、その端数は、切り捨てます。

（イ） 定額制供給の場合

a 定額電灯および公衆街路灯Ａ

     再生可能エネルギー発電促進賦課金は、各契約負荷設備ごとの（1）に定める再

生可能エネルギー発電促進賦課金単価の合計といたします。

ｂ 臨時電灯Ａおよび臨時電力

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、各契約種別ごとの（1）に定める再生可

能エネルギー発電促進賦課金単価といたします。

（ロ） 従量制供給の場合

    再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に（1）に定める再

生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯

Ａの場合は。最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、最低料金適用電力量

に（1）に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

また、電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量か

ら最低料金適用電力量を差し引いたものに（1）に定める再生可能エネルギー発電促進



7 

賦課金単価を適用して算定いたします。

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を

受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネル

ギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。

（イ） （ ）の場合を除き、お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月

の検針日（お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第

6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）の前

日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課

金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定さ

れた金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 3項第 1号によって算定され

た金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37条第 3項第 2号に規定する政令で定める

割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行

例に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものと

いたします。

なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。

（ロ） 定額制供給の場合は、（イ）に準ずるものといたします。この場合、（イ）にいう

検針日は、そのお客さまの属する検針区域の検針日といたします。ただし、臨時電灯

および臨時電力で、料金の算定期間を契約使用開始日から翌月の応当日の前日までの

期間、または各月の応当日から翌月の応当日の前日までの期間とする場合は、（イ）に

いう検針日は、応当日といたします。

2 燃 料 費 調 整 

(1)  燃料費調整額の計算  

①  平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の

輸 入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって計算された値とします。  

なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円 の位で四

捨五入します。  

平均燃料価格＝Ａ × α ＋ Ｂ × β ＋ Ｃ × γ  

Ａ＝各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 

Ｂ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格計算期間における 1 トン当たりの平均石炭価格  

α＝0.1970  

β＝0.4435  

γ＝0.2512  

なお、各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平 均原油価格、

1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位

は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で 四捨五入します。  

②   燃料費調整単価 燃料費調整単価は、次の算式によって計算された値とします。 

 なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下 第 1 位で四
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捨五入します。  

イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を下回る場合  

燃料費調整単価  

＝ （44,200 円 － 平均燃料価格）  

× （(2)の基準単価 ÷ 1,000）  

ロ  1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 44,200 円を上回る場合  

燃料費調整単価  

＝ （平均燃料価格 － 44,200 円）  

× （(2)の基準単価 ÷ 1,000）  

③   燃料費調整単価の適用  

各平均燃料価格計算期間の平均燃料価格によって計算された燃料費調整単価は、

その平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適 用期間に使用される電気

に適用します。  

各平均燃料価格計算期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとし

ます。 

平均燃料価格計算期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 
その年の 5月の計量日から 6月の計量日 

の前日までの期間 

毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 
その年の 6月の計量日から 7月の計量日 

の前日までの期間 

毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 
その年の 7月の計量日から 8月の計量日 

の前日までの期間 

毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 
その年の 8月の計量日から 9月の計量日 

の前日までの期間 

毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 
その年の 9 月の計量日から 10 月の計量 

日の前日までの期間 

毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 
その年の 10 月の計量日から 11 月の計量 

日の前日までの期間 

毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 
その年の 11 月の計量日から 12 月の計量 

日の前日までの期間 

毎年 8月 1 日から 10 月 31 日までの期間 
その年の 12 月の計量日から翌年の 1 月 

の計量日の前日までの期間 

毎年 9月 1 日から 11 月 30 日までの期間 
翌年の 1月の計量日から 2月の計量日の 

前日までの期間 

毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期 翌年の 2月の計量日から 3月の計量日の 
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間 前日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日ま

での期間 

翌年の 3月の計量日から 4月の計量日の 

前日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日まで

の期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 

月 29 日までの期間） 

翌年の4月の計量日から5月の計量日の 1

前日までの期間 

④  燃料費調整額  

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に②によって計算された燃料費調整単価

を適用して計算します。 

(2)  基準単価  

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値で、次のとおりとします。 

1 キロワット時につき 0.228 円 

(3) 燃料費調整単価等の掲載 

当社は、(1)①の各平均燃料価格計算期間における 1 キロリットル当たりの平均原

油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および

(1)②によって計算された燃料費調整単価を当社の ホームページに掲載します。 

3 負荷設備の入力換算容量 

(1) 照明用電気機器 

照明用電気機器の換算容量は、次の①、②、③及び④によります。 

① けい光灯 

 換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 入力（ワット） 

高力率型 
管灯の定格消費電力  

（ワット）×１５０パーセント 管灯の定格消費電力 

（ワット）×１２５パーセント
低力率型 

管灯の定格消費電力 （ワット）

×２００パーセント 

② ネオン管灯 

2 次電圧（ボルト） 

換 算 容 量 

入力（ボルトアンペア） 
入力（ワット）

高力率型 低力率型 

3,000 30 80 30 

6,000 60 150 60 

9,000 100 220 100 

12,000 140 300 140 
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15,000 180 350 180 

③ スリームラインランプ 

管の長さ（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 
換 算 容 量 

入力（ﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ） 入力（ワット） 

999 以下 40 40 

1,149 以下 60 60 

1,556 以下 70 70 

1,759 以下 80 80 

2,368 以下 100 100 

④ 水銀灯 

出  力 

（ワット） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

40 以下 60 130 50 

60 以下 80 170 70 

80 以下 100 190 90 

100 以下 150 200 130 

125 以下 160 290 145 

200 以下 250 400 230 

250 以下 300 500 270 

300 以下 350 550 325 

400 以下 500 750 435 

700 以下 800 1,200 735 

1,000 以下 1,200 1,750 1,005 

(2) 誘導電動機 

① 単相誘導電動機 

(ア) 出力が馬力表示の単相誘導電動機の換算容量（入力〔キロワット〕）は、

換算率 100.0 パーセントを乗じたものといたします。 

(イ) 出力がワット表示のものは，次のとおりといたします。  

出 力 

（ワット） 

換  算  容  量 

入力（ボルトアンペア） 
入力(ワット) 

高力率型 低力率型 

35 以下 ― 160 
出力（ﾜｯﾄ）× 

133.0 ﾊﾟｰｾﾝﾄ 
45 以下 ― 180 

65 以下 ― 230 
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100 以下 250 350 

200 以下 400 550 

400 以下 600 850 

550 以下 900 1,200 

750 以下 1,000 1,400 

② ３相誘導電動機 

換 算 容 量（入力〔キロワット〕） 

出力(馬力)      × 93.3 パーセント 

出力(キロワット)×125.0 パーセント 

(3) レントゲン装置 

レントゲン装置の換算容量は，次によります。なお，レントゲン装置が 2 以上の

装置種別を兼ねる場合は，いずれか大きい換算容量といたします。 
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装置種別（携帯
型および移動型
を含みます。）

最高定格
管 電 圧

(ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ)

管   電   流
（短時間定格電流）
（ミリアンペア）

換算容量（入力）

（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）

治療用装置
定格１次最大入力
（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）

の値といたします。

　20ミリアンペア以下 1

　20ミリアンペア超過
   　         30ミリアンペア以下

1.5

　30ミリアンペア超過
           　 50ミリアンペア以下

2

　50ミリアンペア超過
       　    100ミリアンペア以下

3

　100ミリアンペア超過
        　   100ミリアンペア以下

4

　200ミリアンペア超過
      　     300ミリアンペア以下

5

　300ミリアンペア超過
   　        500ミリアンペア以下

7.5

　500ミリアンペア超過
     　    1,000ミリアンペア以下

10

　200ミリアンペア以下 5

　200ミリアンペア超過
   　        300ミリアンペア以下

6

　300ミリアンペア超過
          　 500ミリアンペア以下

8

　500ミリアンペア超過
      　   1,000ミリアンペア以下

13.5

　500ミリアンペア以下 9.5

　500ミリアンペア超過
  　       1,000ミリアンペア以下

16

　500ミリアンペア以下 11

　500ミリアンペア超過
  　       1,000ミリアンペア以下

19.5

1

2

3

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
         以下

95ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
　　　　超過

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
　　　　以下

100ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
　　　　超過
125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
　　　　以下

125ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
　　　　　超過
150ｷﾛﾎﾞﾙﾄﾋﾟｰｸ
　　　　　以下

診察用装置

蓄電器放電式

診察用装置

コンデンサ容量 0.75マイクロファラッド以下

　　　0.75マイクロファラッド超過
　　　　　　　 　　　1.5マイクロファラッド以下

　　　1.5マイクロファラッド超過
　　　　　　　　　　 　3マイクロファラッド以下



13 

(4) 電気溶接機 

電気溶接機の換算容量は、次の算式によって算定された値といたします。 

① 日本工業規格に適合した機器（コンデンサ内蔵型を除きます。）の場合 

入力（キロワット）＝最大定格１次入力（キロボルトアンペア） 

×７０パーセント 

② 上記①以外の場合 

 入力（キロワット）＝実測した１次入力（キロボルトアンペア） 

×７０パーセント 

(5) その他 

① 上記（1）から（4）によることが不適当と認められる電気機器の換算容量 

（入力）は、実測した値を基準としてお客様と当社との協議によって定めます。

ただし、特別の事情がある場合は、定格消費電力を換算容量（入力）とすること

があります。 

② 動力と一体をなし、かつ、動力を使用するために直接必要であって欠くことが

できない表示灯は、動力とあわせて１契約負荷設備として契約負荷設備の容量

（入力）を算定いたします。 

③ 予備設備であることが明らかな電気機器については、契約負荷設備の容量の 算

定の対象といたしません。 

4 契約容量および契約電力の計算方法 

低圧電力の定義書 7（契約電力）（2）の場合の契約容量または契約電力は，次により

算定いたします。ただし，契約電力を算定する場 合は，力率（100 パーセントといたし

ます。）を乗じます。   

(1)  供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 

200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合 

 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)  

× 電圧(ﾎﾞﾙﾄ)  

× （1 ÷ 1,000）  

なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電 圧は、

200 ボルトとします。  

(2)  供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合 

 契約主開閉器の定格電流(ｱﾝﾍﾟｱ)  

× 電圧(ﾎﾞﾙﾄ)  

× 1.732  

×（1 ÷ 1,000） 
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5 加重平均力率の算定 

加重平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。

加重平均力率（パーセント）

電熱器 力率９０㌫の 力率８０㌫の
総容量 機器総容量 機器総容量

＋８０㌫×{ }
機器総容量

１００㌫×{ }＋９０㌫×{ }

6 進相用コンデンサ取付容量基準 

進相用コンデンサの容量は、次のとおりといたします。

(1)  照明用機器 

① けい光灯 

進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は、次

によります。

使用電圧（ボルト） 
管灯の定格消費電力 

（ワット） 

コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

１００ 

１０ 

１５ 

２０ 

３０ 

４０ 

６０ 

８０ 

１００ 

４．５ 

５．５ 

９ 

１１ 

１７ 

２１ 

３０ 

３６ 

２００ 

４０ 

６０ 

８０ 

１００ 

４．５ 

５．５ 

７ 

９ 

② ネオン管灯（標準周波数５０ヘルツの場合といたします。） 

２次電圧（ボルト) 
コンデンサ取付容量 

（マイクロファラッド） 

３，０００ 

６，０００ 

９，０００ 

３０ 

５０ 

７５ 
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１２，０００ 

１５，０００ 

１００ 

１５０ 

③ 水銀灯（標準周波数５０ヘルツ及び６０ヘルツの場合といたします。） 

出力（ワット） 
コンデンサ取付容量（マイクロファラッド） 

１００ボルト ２００ボルト 

５０以下 

１００以下 

２５０以下 

３００以下 

４００以下 

７００以下 

１，０００以下 

３０ 

５０ 

７５ 

１００ 

１５０ 

２５０ 

３００ 

７ 

９ 

１５ 

２０ 

３０ 

５０ 

７５ 

(2)  誘導電動機 

①  個々にコンデンサを取り付ける場合 

(ウ)単相誘導電動機

0.1 0.2 0.25 0.4 0.55 0.75 1.1

使用電圧
１００
ボルト

50 75 75 75 100 100 100

使用電圧
２００
ボルト

20 20 30 30 40 40 50

電動機定格出力
（キロワット）

コンデンサ

取付容量

(　　　)マイクロ

ファラッド

(エ)３相誘導電動機（使用電圧２００ボルトの場合といたします。） 

馬　力 1/4 1/2 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

キロワット 0.2 0.4 0.75 1.5 2.5 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

５０ヘルツ 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600

６０ヘルツ 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500

コンデンサ

取付容量

(　　　)

電 動 機

定格出力

マイクロ

ファラッド

②  一括してコンデンサを取り付ける場合 
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やむをえない事情によって２以上の電動機に対して一括コンデンサを取り付け

る場合のコンデンサの容量は、各電動機の定格出力に対応する上記①に定めるコン

デンサの容量の合計といたします。 

(3)  電気溶接機（使用電圧２００ボルトの場合といたします。） 

①  交流アーク溶接機 

3 5 7.5 10 15 20 25 30 35 40

以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上

コンデンサ

取付容量

(ﾏｲｸﾛﾌｧﾗｯﾄﾞ)

100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900

溶接機最大入力

（ｷﾛﾎﾞﾙﾄｱﾝﾍﾟｱ）

45 以上

50 未満

②  交流抵抗溶接機  

上記①の容量の 50 パーセントといたします。 

(4)  その他 

上記（1）、（2）及び（3）によることが不適当と認められる電気機器について は、

機器の特性に応じてお客様と当社との協議によって定めます。 


